
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

重層的体制整備事業とは・・・ 

社会福祉法の改正により 

施行された事業です 

 
複雑・複合的な 

課題を抱える世帯を 

包括的にサポートし 

地域共生社会の実現を目指します 

令和８年４月より 

東吾妻町社会福祉協議会が受託し

この事業の取り組みを開始しました 

事業概要 

 
東吾妻町 

 

 
スタートしました 

 

相談を待つだけでなく、 

相談できる地域環境づくり 

地域の人と人の継続的なつながり 

②参加支援 

③ 地域づくり 支援メニューのマッチング 

支援が届いてない人への 

アプローチ 
地域住民が関わる既存の地域づくり

の維持 

生活課題を抱える人が地域とつなが

るきっかけづくり 

既存の相談支援と地域づくり支援の取組を活かしながら 

３つの支援を一体的に実施します 

① 相談支援 

『ささえ愛つながり愛』みんなの福祉サポート事業 
～重層的支援体制整備事業～ 

 

セルフネグレクト 

ゴミ屋敷 

ひきこもり 



 

 

 
相 談 窓 口 
 

 

●東吾妻町地域包括支援センター 

☎0279-68-0200 

 

●東吾妻町こども家庭センター 
（保健センター） 

☎0279-68-5021 

●おひさま（東吾妻町社会福祉協議会） 

☎09０-６９７３-５８６５ 

 ✉ ohisama@higashiaga-shakyo.jp 

 

●役場保健福祉課福祉係 

☎0279-68-2111 

●あがつま相談支援センター 

☎0279-25-8004 

●大原荘相談支援事業所 

☎0279-26-7368 

●西部相談支援センター 

☎0279-96-1681 

 障害に関すること 

 

●東吾妻町保健センター 

☎0279-68-5021 

●役場保健福祉課福祉係 

☎0279-68-2111 

●東吾妻町社会福祉協議会 

☎0279-68-2772 

 
東吾妻町 

子ども・子育てに関すること 

高齢者に関すること 

（介護・生活支援・虐待等含む） 

からだとこころの

健康に関すること 

生活困窮等に関すること 
分野を問わない福祉に関すること 


